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Ⅰ．入院関係特約（本人）の内容


■第一分野商品の被保険者本人の入院を保障する特約にはつぎの種類があります。付加できる主契約やその条件等については、新契約や保全の取扱規定等で確認してください。

・災害入院特約(87)

・疾病入院特約(87)

・成人病入院特約(87)

※新規契約・中途付加は取扱っておりません。

１．保障内容

＜１＞入院給付金の保障内容

	特約名
	災害入院特約(87)
	疾病入院特約(87)
	成人病入院特約(87)

	支払事由
	災害入院給付金
	疾病入院給付金
	成人病入院給付金

	
	被保険者がこの特約の保険期間中に、つぎの条件のすべてを満たす入院をしたとき

（１）責任開始期以後に発生した不慮の事故を直接の原因とする入院であること

（２）不慮の事故の日を含めて180日以内に開始した入院であること

（３）治療を目的とした病院または診療所への入院であること

（４）同一の不慮の事故を直接の原因とする入院の入院日数が継続して５日以上であること
	被保険者がこの特約の保険期間中に、つぎの条件のすべてを満たす入院をしたとき

（１）責任開始期以後に発病した疾病を直接の原因とする入院であること

（２）治療を目的とした病院または診療所への入院であること

（３）入院日数が継続して５日以上であること
	被保険者がこの特約の保険期間中に、つぎの条件のすべてを満たす入院をしたとき

（１）責任開始期以後に発病した成人病を直接の原因とする入院であること

（２）治療を目的とした病院または診療所への入院であること

（３）入院日数が継続して５日以上であること

	支払額
	それぞれの特約の入院給付金日額

×

（入院日数－入院開始日からその日を含めて４日）

通算して730日を限度として支払います。

自動更新した場合は、更新前と通算して730日が限度となります。

災害入院特約(87)は、730日限度まで支払うと消滅します（手術とがん認定の給付金がないため）。


（１）「病院または診療所」の定義

・医療法に定める日本国内にある病院または患者を入院させるための施設を有する診療所（四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法に定める施術所に入院した場合には、その施術所を含みます。なお、介護保険法に定める介護老人保健施設、介護老人福祉施設および介護医療院ならびに老人福祉法に定める老人福祉施設および有料老人ホームは含まれません。）
・上記の場合と同等の日本国外にある医療施設。

（２）成人病入院特約(87)の成人病の定義

対象となる成人病とは、昭和53年12月15日行政管理庁告示第73号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、「厚生省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要、昭和54年版」によるものとします。

	成人病の種類
	分類項目
	基本分類表番号

	悪性新生物
	口唇、口腔および咽頭の悪性新生物
	140～149

	
	消化器および腹膜の悪性新生物
	150～159

	
	呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物
	160～165

	
	骨、結合組織、皮膚および乳房の悪性新生物
	170～175

	
	泌尿生殖器の悪性新生物
	179～189

	
	その他および部位不明の悪性新生物
	190～199

	
	リンパ組織および造血組織の悪性新生物
	200～208

	
	上皮内癌
	230～234

	糖尿病
	その他の内分泌腺の疾患（250から259）中の糖尿病
	250

	心疾患
	慢性リウマチ性心疾患
	393～398

	
	虚血性心疾患
	410～414

	
	肺循環疾患
	415～417

	
	その他の型の心疾患
	420～429

	高血圧性疾患
	高血圧性疾患
	401～405

	脳血管疾患
	脳血管疾患
	430～438

	同一の成人病の種類に類別される疾病は、病名を異にする場合であっても同一の疾病とします。


（３）被保険者が２つ以上の不慮の事故で入院した場合

入院開始の直接の原因となった主たる不慮の事故に対して災害入院給付金を支払い、重複して支払いません。ただし、その入院中に主たる不慮の事故による災害入院給付金の支払が終了したときは、異なる不慮の事故に対する災害入院給付金を支払い、あらためて４日間の免責期間を適用することはありません。

Ａ・Ｂの原因で入院                     Ａ完治

                                                               Ｂ完治・退院


    ４日目                        30日目              50日目


       46日分の支払い

（４）被保険者が異なる疾病を併発していた場合

被保険者が入院開始時に異なる疾病を併発していた場合または入院中に異なる疾病を併発した場合には、その入院開始の直接の原因となった疾病により継続して入院したものとみなして、疾病入院給付金を支払います。

（５）転入院・再入院の場合

被保険者が転入院または再入院した場合、それを証明する書類があり、かつ、最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて31日経過前に開始した入院については、継続した１回の入院として入院給付金を支払います。

入院                 退院      　　再・転入院                 退院


                        ４日目


                       13日分の支払い

（６）同一の不慮の事故にて支払事由に該当する２回以上の入院をした場合

１回の入院とみなして災害入院給付金を支払います。ただし、事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院に限ります（災害入院の定義の一要素として「不慮の事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院」の規定があるので、継続入院の場合も当規定を適用します）。
入院                 退院      再・転入院                 退院


                 ４日目


               46日分の支払い

＜２＞医療保険等との比較（参考）

入院関係特約について、医療保険(01)等の入院給付金の支払の型が（２－０）型の場合との比較はつぎのとおりです。

	
	入院日数
	免責
	１入院

限度日数
	通算限度

日   数

	疾病入院特約(87)
	継続５日以上
	４日
	730日
	730日

	成人病入院特約(87)
	
	
	
	

	災害入院特約(87)
	
	
	
	

	年齢群団別医療保険
	（疾病入院）
	継続８日以上
	なし
	   40日

  120日

1,000日
	1,000日

	
	（災害入院）
	通算５日以上
	
	
	

	医療保険(01)
	継続２日以上
	
	  120日    180日

  360日  1,000日
	

	新終身医療保険(01)                      
	
	
	   40日    120日

  360日  1,000日
	


＜３＞手術給付金の保障内容

	特約
名
	災害入院特約(87)
	疾病入院特約(87)
	成人病入院特約(87)

	支払
事由
	当該給付なし
	手術給付金
	成人病手術給付金

	
	※ただし、疾病入院特約(87)の手術給付金から支払われます。
	被保険者がこの特約の保険期間中に、つぎの条件のすべてを満たす手術を受けたとき

（１）つぎのいずれかの手術であること
（ア）責任開始期以後に生じたつぎのいずれかを直接の原因とする治療を目的とした手術
（ａ） 疾病

（ｂ） 不慮の事故

（ｃ） 不慮の事故以外の外因
（イ）組織の機能に障害がある者に対して移植することを目的として責任開始期の属する日からその日を含めて１年を経過した日以後に行なわれた骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術（骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合を除きます。）

（２）病院または診療所における手術であること
（３）別表に定める手術であること
	被保険者がこの特約の保険期間中につぎの条件のすべてを満たす手術を受けたとき

（１）責任開始期以後に生じた成人病を直接の原因とする手術

（２）治療を目的とした手術であること

（３）病院または診療所における手術であること

（４）別表に定める手術であること


	特約名
	災害入院特約(87)
	疾病入院特約(87)
	成人病入院特約(87)

	支払額
	
	手術１回につき

それぞれの特約の入院給付金日額×10・20・40倍。

複数の手術を同時に受ける場合は、高い給付倍率の１種類の手術のみ給付金を支払います。

支払限度はありません。
（疾病入院特約（87）における骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術による手術給付金の支払いは、保険期間中２回まで支払います。）


(注) 造血幹細胞移植を目的とした骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術については、平成22年11 月２日以降に受けた骨髄幹細胞の採取術、平成27 年４月２日以降に受けた末梢血幹細胞の採取術が保障の対象となります。
なお、令和6年10月１日以前に受けた採取術については、１回の支払を限度とします。
＜４＞がん認定給付金の保障内容

	特約名
	災害入院特約(87)
	疾病入院特約(87)
	成人病入院特約(87)

	支払事由
	当該給付なし
	がん認定給付金
	成人病がん認定給付金

	
	
	この特約の保険期間中に、責任開始期以後に生じた悪性新生物の診断確定を受け、その治療を開始したとき

	支払額
	
	それぞれの特約の入院給付金日額の50倍。

保険期間中１回のみ支払います。


＜５＞疾病入院特約の支払事由について

つぎの事由による入院は、疾病による入院とみなし、疾病入院給付金および手術給付金を支払います。

・不慮の事故を直接の原因として、事故の日から180日経過後に入院した場合

・別表に定める異常分娩ための入院
・不慮の事故以外の外因

＜６＞疾病入院特約および成人病入院特約の既往症に関するみなし規定

責任開始期前に生じた疾病・不慮の事故・不慮の事故以外の外因（成人病入院特約の場合は責任開始期前に生じた成人病に限る。）を原因として、責任開始期から２年以上経過して入院・手術した場合は、責任開始期以降の原因とみなして支払の対象とします。ただし、がん認定給付金（成人病入院特約の場合は成人病がん認定給付金）は対象としません。

＜７＞給付金の受取人

	特約名
	災害入院特約(87)
	疾病入院特約(87)
	成人病入院特約(87)

	支払事由
	災害入院給付金
	疾病入院給付金

手術給付金

がん認定給付金
	成人病入院給付金

成人病手術給付金

成人病がん認定給付金

	受取人
	被保険者

ただし、保険契約者および主契約の保険金受取人が法人の場合には、保険契約者を給付金の受取人とします。ただし、保険契約者から申し出があり、その旨を保険証券に記載したときは、被保険者を給付金の受取人とします。


＜８＞免責事由

	特約名
	災害入院特約(87)
	疾病入院特約(87)
	成人病入院特約(87)

	支払事由に該当しても給付金を支払わない場合
	（１）保険契約者または被保険者の故意または重大な過失

（２）被保険者の犯罪行為

（３）被保険者の精神障害を原因とする事故

（４）被保険者の泥酔の状態を原因とする事故

（５）被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故

（６）被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故


	（１）保険契約者または被保険者の故意または重大な過失

（２）被保険者の犯罪行為

（３）被保険者の精神障害を原因とする事故

（４）被保険者の泥酔の状態を原因とする事故

（５）被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故

（６）被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故

（７）被保険者の薬物依存
	な  し

	支払額を削減する

場合
	つぎの事由による場合は、削減して支払うか、または支払わないことがあります。

（１）地震、噴火、津波

（２）戦争その他の変乱によるとき
	


２．特約消滅後入院の特別取り扱い

被保険者が入院中につぎのいずれかに該当したことにより、特約が消滅した場合、特約消滅後の継続入院は、有効中の入院とみなして入院給付金を支払います。ただし、手術給付金、がん認定給付金は対象になりません。

＜１＞この特約の保険期間が満了したこと

                                          ▼満了日（自動更新せず）




	入 院 Ａ
	継続入院として満了日以後も支払う

	入 院 Ｂ
	支払わない


＜２＞被保険者が高度障害に該当し、主契約が消滅したこと

３．特約の保険料体系

	特約名
	災害入院特約(87)
	疾病入院特約(87)
	成人病入院特約(87)

	保険料
	年齢、男女別保険料。高齢になる程、保険料が高くなります。


４．特約の内容変更

各特約の内容変更はつぎのとおりです。取扱の詳細は保全の取扱規定等を参照してください。

	特約名
	災害入院特約(87)
	疾病入院特約(87)
	成人病入院特約(87)

	変 更

内 容
	保険期間の変更

保険料払込期間の変更

減額

増額
	保険期間の変更

保険料払込期間の変更

減額

増額
	保険期間の変更

保険料払込期間の変更

減額

増額


Ⅱ．入院関係特約（家族）の内容


■第一分野商品の被保険者の家族の入院を保障する特約にはつぎの種類があります。付加できる主契約やその条件等については、新契約や保全の取扱規定等で確認してください。

・家族災害入院特約(87)

・家族疾病入院特約(87)

・家族成人病入院特約(87)

※新規契約・中途付加は取扱っておりません。

１．保障内容

＜１＞家族入院特約の型

	
	家族災害入院特約(87)
	家族疾病入院特約(87)
	家族成人病入院特約(87)

	型
	妻子型

妻　型

子　型
	妻子型

妻　型

子　型
	被保険者の妻のみが保障の対象のため、型はありません。


＜２＞被保険者の範囲

被保険者の範囲はつぎのとおりです。

	型
	範           囲

	妻
	（１）特約の付加の際、主契約の被保険者と同一戸籍に、その妻と記載されているもの。

	子
	（１）特約の付加の際、主契約の被保険者と同一戸籍に、その子と記載されている満20歳未満の子。

（２）この特約締結後、（１）に該当することとなった子は、被保険者となる同意があった場合、戸籍上の届出を行ったときから被保険者となります。

（３）この特約締結後、新たに出生した子については、出生したときから被保険者となります。


（１）被保険者資格の喪失

家族の入院特約締結後、戸籍上の異動によりまたは満20歳になったことにより、前記に該当しなくなった妻または子は、戸籍法上届出を行った時または満20歳になった日から被保険者でなくなります。

＜３＞家族の入院給付金の保障内容

	
	家族災害入院特約(87)
	家族疾病入院特約(87)
	家族成人病入院特約(87)

	支払事由
	家族災害入院給付金
	家族疾病入院給付金
	家族成人病入院給付金

	
	被保険者がこの特約の保険期間中に、つぎの条件のすべてを満たす入院をしたとき

（１）責任開始期以後に発生した不慮の事故を直接の原因とする入院であること

（２）不慮の事故の日を含めて180日以内に開始した入院であること

（３）治療を目的とした病院または診療所への入院であること

（４）同一の不慮の事故を直接の原因とする入院の入院日数が継続して５日以上であること
	被保険者がこの特約の保険期間中に、つぎの条件のすべてを満たす入院をしたとき

（１）責任開始期以後に発病した疾病を直接の原因とする入院であること

（２）治療を目的とした病院または診療所への入院であること

（３）入院日数が継続して５日以上であること
	被保険者がこの特約の保険期間中につぎの条件のすべてを満たす入院をしたとき

（１）責任開始期以後に発病した成人病を直接の原因とする入院であること

（２）治療を目的とした病院または診療所への入院であること

（３）入院日数が継続して５日以上であること

	支払額
	それぞれの特約の入院給付金日額

×

（入院日数－入院開始日からその日を含めて４日）
通算して730日を限度として支払います。

自動更新した場合は、更新前と通算して730日が限度となります。

家族災害入院特約(87)の妻については、730日限度まで支払うと消滅します（手術とがん認定の給付金がないため）。子は複数人被保険者の場合があるので消滅しません。


（１）「病院または診療所」の定義

・医療法に定める日本国内にある病院または患者を入院させるための施設を有する診療所（四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法に定める施術所に入院した場合には、その施術所を含みます。なお、介護保険法に定める介護老人保健施設、介護老人福祉施設および介護医療院ならびに老人福祉法に定める老人福祉施設および有料老人ホームは含まれません。）
・上記の場合と同等の日本国外にある医療施設。
（２）成人病入院特約の成人病の定義

対象となる成人病とは、昭和53年12月15日行政管理庁告示第73号に定められた分類項目中下記のものとし、分類項目の内容については、「厚生省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要、昭和54年版」によるものとします。

	成人病の種類
	分類項目
	基本分類表番号

	悪性新生物
	口唇、口腔および咽頭の悪性新生物
	140～149

	
	消化器および腹膜の悪性新生物
	150～159

	
	呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物
	160～165

	
	骨、結合組織、皮膚および乳房の悪性新生物
	170～175

	
	泌尿生殖器の悪性新生物
	179～189

	
	その他および部位不明の悪性新生物
	190～199

	
	リンパ組織および造血組織の悪性新生物
	200～208

	
	上皮内癌
	230～234

	糖尿病
	その他の内分泌腺の疾患（250～259）中の糖尿病
	250

	心疾患
	慢性リウマチ性心疾患
	393～398

	
	虚血性心疾患
	410～414

	
	肺循環疾患
	415～417

	
	その他の型の心疾患
	420～429

	高血圧性疾患
	高血圧性疾患
	401～405

	脳血管疾患
	脳血管疾患
	430～438

	同一の成人病の種類に類別される疾病は、病名を異にする場合であっても同一の疾病とします。


＜2＞家族の手術給付金の保障内容

	
	家族災害
入院特約(87)
	家族疾病
入院特約(87)
	家族成人病
入院特約(87)

	支払事由
	当該給付なし
	家族手術給付金
	家族成人病手術給付金

	
	※ただし、家族疾病入院特約(87)の家族手術給付金から支払われます。
	被保険者がこの特約の保険期間中に、つぎの条件のすべてを満たす手術を受けたとき

（１） つぎのいずれかの手術であること
（ア） その被保険者の責任開始期以後に生じたつぎのいずれかを直接の原因とする治療を目的とした手術

（ａ）疾病

（ｂ）不慮の事故

（ｃ）不慮の事故以外の外因

（イ） 組織の機能に障害がある者に対して移植することを目的としてその被保険者の責任開始期の属する日からその日を含めて１年を経過した日以後に行なわれた骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術（骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合を除きます。）

（２）病院または診療所における手術であること
（３）別表に定める手術であること
	被保険者がこの特約の保険期間中につぎの条件のすべてを満たす手術を受けたとき

（１）責任開始期以後に生じた成人病を直接の原因とする手術

（２）治療を目的とした手術であること

（３）病院または診療所における手術であること

（４）別表に定める手術であること


	
	家族災害入院特約(87)
	家族疾病入院特約(87)
	家族成人病入院特約(87)

	支払額
	
	手術１回につき

それぞれの特約の入院給付金日額×10・20・40倍。

複数の手術を同時に受ける場合は、高い給付倍率の１種類の手術のみ給付金を支払います。

支払限度はありません。

（家族疾病入院特約（87）における骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術による家族手術給付金の支払いは、各被保険者につき保険期間中２回まで支払います。）


(注) 造血幹細胞移植を目的とした骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術については、平成22年11 月２日以降に受けた骨髄幹細胞の採取術、平成27 年４月２日以降に受けた末梢血幹細胞の採取術が保障の対象となります。
なお、令和6年10月１日以前に受けた採取術については、１回の支払を限度とします。
＜３＞家族のがん認定給付金の保障内容

	
	家族災害入院特約(87)
	家族疾病入院特約(87)
	家族成人病入院特約(87)

	支払事由
	当該給付なし
	家族がん認定給付金
	家族成人病がん認定給付金

	
	
	この特約の保険期間中に、責任開始期以後に生じた悪性新生物の診断確定を受け、その治療を開始したとき

	支払額
	
	それぞれの特約の入院給付金日額の50倍。

各被保険者につき保険期間中１回のみ支払います。


＜４＞家族入院特約の免責事由

	
	家族災害入院特約(87)
	家族疾病入院特約(87)
	家族成人病入院特約(87)

	支払事由に該当しても給付金を支払わない場合
	（１）保険契約者、主契約の被保険者またはその被保険者の故意または重大な過失

（２）その被保険者の犯罪行為

（３）その被保険者の精神障害を原因とする事故

（４）その被保険者の泥酔の状態を原因とする事故

（５）その被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故

（６）その被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故
	（１）保険契約者、主契約の被保険者またはその被保険者の故意または重大な過失

（２）その被保険者の犯罪行為

（３）その被保険者の精神障害を原因とする事故

（４）その被保険者の泥酔の状態を原因とする事故

（５）その被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故

（６）その被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故

（７）その被保険者の薬物依存
	な　し


	
	家族災害入院特約(87)
	家族疾病入院特約(87)
	家族成人病入院特約(87)

	支払額を削減する

場合
	つぎの事由による場合は、削減して支払うか、または支払わないことがあります。

（１）地震、噴火、津波

（２）戦争その他の変乱によるとき
	なし


２．特約消滅および被保険者資格喪失後入院の特別取り扱い

被保険者が入院中につぎのいずれかに該当したことにより、特約が消滅または、被保険者資格が喪失した場合、その後の継続入院は、有効中の入院とみなして入院給付金を支払います。ただし、手術給付金、がん認定給付金は対象になりません。

＜１＞この特約の保険期間が満了したこと

＜２＞主契約の被保険者が死亡または高度障害に該当し、主契約が消滅したこと

＜３＞子が入院中に満20歳になり、被保険者でなくなったこと（家族成人病入院特約(87)を除く）

                                          ▼満20歳の誕生日




	入 院 Ａ
	継続入院として喪失日以後も支払う

	入 院 Ｂ
	支払わない


３．家族入院特約の保険料体系

	
	家族災害入院特約(87)
	家族疾病入院特約(87)
	家族成人病入院特約(87)

	保険料
	子型のみ特約保険料が全期払なら、共通の保険料。
妻型・妻子型は主契約の被保険者本人の年齢によります。
	子型のみ特約保険料が全期払なら、共通の保険料。
妻型・妻子型は主契約の被保険者本人の年齢によります。
	主契約の被保険者本人の年齢によります。


４．家族入院特約の内容変更

各特約の内容変更はつぎのとおりです。取扱の詳細は保全の取扱規定等を参照してください。

	
	家族災害入院特約(87)
	家族疾病入院特約(87)
	家族成人病入院特約(87)

	変 更

内 容
	型の変更

保険期間の変更

保険料払込期間の変更

減額

増額
	型の変更

保険期間の変更

保険料払込期間の変更

減額

増額
	保険期間の変更

保険料払込期間の変更

減額

増額


Ⅲ．定期保険特約の内容


■この特約は、被保険者の万一の場合に保障を提供し、主契約の保障に加えて保障を大型化することを目的とする特約です。

１．付加できる主契約

付加できる主契約やその条件等については、新契約や保全の取扱規定等で確認してください。

２．保障の内容

	保険金の種類
	支払事由
	支払額
	受取人
	免責事由

	特約死亡保険金
	被保険者がこの特約の保険期間中に死亡し、主約款の規定により主契約の死亡保険金または遺族年金が支払われるとき
	特約の

保険金額
	主契約の死亡保険金または遺族年金の受取人
	３年以内の自殺

	特約高度障害保険金
	被保険者がこの特約の保険期間中に高度障害状態に該当し、主約款の規定により主契約の高度障害保険金または高度障害年金が支払われるとき
	
	主契約の高度障害保険金または高度障害年金の受取人
	―


３．特約内容の変更

特約の内容変更等はつぎのとおりです。取扱の詳細は保全の取扱規定等を参照してください。

	特約名
	定期保険特約

	変 更

内 容
	保険期間の変更

保険料払込期間の変更

減額

他の保険への変換


Ⅳ．養老保険特約の内容


■この特約は、被保険者の万一の場合に死亡保障を提供し、あわせて財産形成を図ることを目的とするものです。

１．付加できる主契約

付加できる主契約やその条件等については、新契約や保全の取扱規定等で確認してください。

２．保障の内容

	保険金の種類
	支払事由
	支払額
	受取人
	免責事由

	特約

死亡

保険金
	被保険者がこの特約の保険期間中に死亡し、主約款の規定により主契約の死亡保険金または遺族年金が支払われるとき
	特約の

保険金額
	主契約の死亡保険金または遺族年金の受取人
	３年以内の自殺

	特約

高度障害保険金
	被保険者がこの特約の保険期間中に高度障害状態に該当し、主約款の規定により主契約の高度障害保険金または高度障害年金が支払われるとき
	
	主契約の高度障害保険金または高度障害年金の受取人
	―

	特約

満期

保険金
	被保険者がこの特約の満了時まで生存していたとき
	
	特約満期保険金受取人
	


３．特約内容の変更

特約の内容変更はつぎのとおりです。取扱の詳細は保全の取扱規定等を参照してください。

	特約名
	養老保険特約

	変 更

内 容
	保険期間の変更

保険料払込期間の変更

減額


４．自動更新

主契約の養老保険には、自動更新の規定がありませんが、養老保険特約には自動更新の規定があります。定期保険や終身保険等に付加すれば、保険期間の途中等に養老保険特約の満期保険金が受け取れます。



         ▲契約日                                            ▲保険料払込満了

        35歳                                                60歳

なお、主契約の保険料払込期間または養老保険特約の満了年齢終了（90歳）の直前の自動更新において保険期間を短縮する場合で、養老保険特約の保険期間が３年未満となる場合は、自動更新できません。



               ▲契約日                                      ▲保険料払込満了

               38歳                                          60歳

５．受取人の変更

＜１＞契約者は保険金の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、会社に対する通知により特約満期保険金受取人を変更することができます。

＜２＞契約者は法律上有効な遺言によっても、特約満期保険金受取人を変更することができます。

Ⅴ．災害死亡特約の内容


■この特約は、被保険者が不慮の事故や感染症により死亡または高度障害状態になった場合に、給付を行うことを目的とするものです。

１．付加できる主契約

付加できる主契約やその条件等については、新契約や保全の取扱規定等で確認してください。

２．保障の内容

	保険金の種類
	支払事由
	支払額
	受取人
	免責事由

	災害死亡保険金
	つぎのいずれかを直接の原因として被保険者がこの特約の保険期間中に死亡したとき

（1） 責任開始期以後に発生した不慮の事故（ただし、事故の日からその日を含めて180日以内の死亡に限ります。）

（2） 責任開始期以後に発病した別表に定める感染症
	災害

保険金額
	主契約の死亡保険金または遺族年金の受取人
	（１）保険契約者または被保険者の故意または重大な過失

（２）災害死亡保険金受取人の故意または重大な過失（災害高度障害保険金を除く）

（３）被保険者の犯罪行為

（４）被保険者の精神障害を原因とする事故

（５）被保険者の泥酔の状態を原因とする事故

（６）被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故

（７）被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故

	災害高度障害

保険金
	つぎのいずれかを直接の原因として被保険者がこの特約の保険期間中に高度障害状態になったとき

（1） 責任開始期以後に発生した不慮の事故（ただし、事故の日からその日を含めて180日以内の高度障害状態に該当した場合に限ります。）

（2） 責任開始期以後に発病した別表に定める感染症
	
	主契約の高度障害保険金または高度障害年金の受取人
	


３．災害保険金を削減して支払う場合

つぎの事由による場合は、削減して支払うか、または支払わないことがあります。ただし、災害死亡保険金を支払わない場合には、責任準備金を保険契約者に支払います。
・地震、噴火、津波

・戦争その他の変乱によるとき
４．感染症の種類

災害保険金の支払対象となる感染症とは、下表のとおりです。
契約日・更新日により取扱いが異なりますのでご注意ください。
	契約日・更新日
	平成19年4月２日以後
	平成19年4月1日以前

	定義
	約款別表に定める感染症
	感染症予防法に定める

１～３類感染症

	具体的な疾病
	コレラ
腸チフス
パラチフスＡ

細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症
ペスト
ジフテリア
急性灰白髄炎<ポリオ>

ラッサ熱
クリミヤ・コンゴ出血熱
マールブルグウィルス病
エボラウィルス病

痘瘡

重症急性呼吸器症候群［SARS］

（ただし、病原体がコロナウィルス属ＳＡＲＳコロナウィルスであるものに限ります。）
	同    左

	
	対象外
	結核（2007年4月1日追加）

南米出血熱

その他、今後の法改正で追加される疾病


５．保険料

全期払の場合、年齢にかかわらず、男女別に共通の保険料です。

６．特約内容の変更

特約の内容変更はつぎのとおりです。取扱の詳細は保全の取扱規定等を参照してください。

	特約名
	災害死亡特約

	変 更

内 容
	保険期間の変更

保険料払込期間の変更

減額

増額


Ⅵ．総合医療特約

■被保険者本人の入院を保障する特約として、「総合医療特約」があります。付加できる条件等については、新契約や保全の取扱規定等で確認してください。

※新規契約・中途付加は取扱っておりません。

１．付加できる主契約

付加できる主契約やその条件等については、新契約や保全の取扱規定等で確認してください。

２．保障内容

＜１＞入院給付金の保障内容

	種類
	支払事由
	支払額
	受取人
	免責事由

	疾病入院

給付金
	被保険者がこの特約の保険期間中に、つぎの条件のすべてを満たす入院をしたとき

①  責任開始期以後に生じたつぎのいずれかを直接の原因とする入院であること

 (ｱ)  疾病（会社が異常分娩と認めた分娩を含みます）

(ｲ)  不慮の事故（その事故の日からその日を含めて180日経過後に開始した入院に限ります）

(ｳ)  不慮の事故以外の外因

②  その入院が治療を目的とすること

③  その入院が病院または診療所における入院であること

④  その入院日数が特約締結時に選択した入院日数条件を満たすこと
	入院１回

につき

(入院給付金日額)

×

(入院日数)


	被  保  険  者
	つぎのいずれかにより被保険者が入院したとき

①  保険契約者または被保険者の故意または重大な過失

②  被保険者の犯罪行為

③  被保険者の精神障害を原因とする事故

④  被保険者の泥酔の状態を原因とする事故

⑤  被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故

⑥  被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故

⑦  被保険者の薬物依存


	種類
	支払事由
	支払額
	受取人
	免責事由

	災害入院
給付金
	被保険者がこの特約の保険期間中に、つぎの条件のすべてを満たす入院をしたとき

①  責任開始期以後に発生した会社の定める不慮の事故を直接の原因とする入院であること

②  その入院が傷害の治療を目的とすること

③  その入院が①の事故の日からその日を含めて180日以内に開始した入院であること

④  その入院が病院または診療所における入院であること

⑤  その入院日数が特約締結時に選択した入院日数条件を満たすこと
	同一の事故による入院１回につき

(入院給付金日額)

×

(入院日数)


	被  保  険  者
	つぎのいずれかにより被保険者が入院したとき

①  保険契約者または被保険者の故意または重大な過失

②  被保険者の犯罪行為

③  被保険者の精神障害を原因とする事故

④  被保険者の泥酔の状態を原因とする事故

⑤  被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故

⑥  被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故


＜２＞入院日数条件の型

疾病入院給付金と災害入院給付金のそれぞれの支払事由において、入院日数条件の型を選択します（以後の変更はできません）。

	支払事由の規定の中で選択する
	
	支払額の規定

	入院日数

条件の型
	入院日数条件
	
	

	（２－０）型
	入院日数が継続して２日以上であること
	⇒
	入院日額×入院日数

	（５－０）型
	入院日数が継続して５日以上であること
	⇒
	入院日額×入院日数

	（５－４）型
	入院日数が継続して５日以上であること
	⇒
	入院日額×（入院日数－４日）

	（８－０）型
	入院日数が継続して８日以上であること
	⇒
	入院日額×入院日数


＜３＞入院給付金の支払限度の型

支払限度の型の定義は下表のとおりです。特約締結時に選択し以後の変更はできません。

	給付金
	120日型
	360日型
	1000日型

	疾病

入院給

付金
	１回の入院について、入院給付金を支払う日数の限度が120日となります。通算支払限度は、1,000日とします。
	１回の入院について、入院給付金を支払う日数の限度が360日となります。通算支払限度は、1,000日とします。
	１回の入院について、入院給付金を支払う日数の限度が1000日となります。通算支払限度は、1,000日とします。

	災害

入院給

付金
	同一の不慮の事故による入院について、入院給付金を支払う日数の限度が120日となります。通算支払限度は、1,000日とします。
	同一の不慮の事故による入院について、入院給付金を支払う日数の限度が360日となります。通算支払限度は、1,000日とします。
	同一の不慮の事故による入院について、入院給付金を支払う日数の限度が1,000日となります。通算支払限度は、1,000日とします。


＜４＞手術に対する保障内容

手術に対する保障内容は下表のとおりです。
	種類
	支払事由
	支払額
	受取人
	免責事由

	手術
給付金
	被保険者がこの特約の保険期間中に、つぎの条件のすべてを満たす手術を受けたとき

①  責任開始期以後に生じたつぎのいずれかを直接の原因とする手術であること

(ｱ)  疾病

(ｲ)  不慮の事故による傷害

(ｳ)  不慮の事故以外の外因による傷害

②  その手術が治療を直接の目的とした手術であること

③  その手術が病院または診療所における手術であること

④  会社の定めるいずれかの手術であること
	手術１回

につき

（入院給付金日額 ）

×

（給付倍率）
	被  保  険  者
	つぎのいずれかにより被保険者が手術を受けたとき

①  保険契約者または被保険者の故意または重大な過失

②  被保険者の犯罪行為

③  被保険者の精神障害を原因とする事故

④  被保険者の泥酔の状態を原因とする事故

⑤  被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故

⑥  被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故

⑦  被保険者の薬物依存


※手術給付金の支払事由に該当する２種類以上の手術を同時に受けた場合は、会社の定める給付倍率の最も高いいずれか一種類の手術についてのみ、手術給付金を支払います。

※組織の機能に障害がある者に対して移植することを目的として行なわれた骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術（骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合を除きます。）については、保険期間を通じて２回まで、入院給付金日額に20倍を乗じた金額を手術給付金として支払います。ただし、責任開始期の属する日からその日を含めて１年を経過した日以後に受けた骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術に限ります。
(注) 造血幹細胞移植を目的とした骨髄幹細胞または末梢血幹細胞の採取術については、平成22年11 月２日以降に受けた骨髄幹細胞の採取術、平成27 年４月２日以降に受けた末梢血幹細胞の採取術が保障の対象となります。
なお、令和６年10月１日以前に受けた採取術については、１回の支払を限度とします。
＜５＞この特約の「病院または診療所」の定義

医療法に定める日本国内にある病院、または患者の収容施設を有する診療所（四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、会社が特に認めた柔道整復師法に定める施術所に収容された場合にはその施術所。ただし、介護保険法に定める介護療養型医療施設を除く）となります。また、上記の定義と同等と会社が認めた日本国外にある医療施設も含まれます。

＜６＞120日型/（５－４）型以外の支払例

Ａの入院は200日ですが、１入院120日限度のため、80日分の支払いはありません。

Ｂの入院は、これまでの入院も通算すると1000日限度を超えるため180日分の支払いはありません。



    ▲                ▲                        ▲                   ▲

    結  支払う  支払  退                        糖 支払う      支払      死

    核         わない  院                        尿           わない    亡

    入                                          病

    院                                          入

                                                院
＜７＞120日型/（５－４）型の支払例

Ａの入院は200日ですが、１入院120日限度かつ（５－４）型のため、80日分（入院当初の４日分と残り76日分）の支払いはありません。

Ｂの入院は、これまでの入院も通算すると1000日限度を超えるため180日分（入院当初の４日分と残り176日分）の支払いはありません。



▲               ▲                      ▲                    ▲
結 支払う   支払 退                        糖  支払う     支払      死
核         わない 院                        尿            わない    亡
入                                         病
院                                         入

                                                院
＜８＞360日型の支払例/（５－４）型以外の支払例

Ａの入院は400日ですが、１入院360日限度のため、40日分の支払いはありません。

Ｂの入院は、これまでの入院も通算すると1000日限度を超えるため140日分の支払いはありません。



     ▲                           ▲               ▲                ▲

     結       支払う         支払  退               糖 支払う    支払   死

     核                     わない 院               尿         わない  亡

     入                                            病

     院                                            入

院
＜９＞1000日型の支払例/（５－４）型以外の支払例

Ａの入院は400日ですが、１入院1000日限度のため、400日分を支払います。

Ｂ入院は、これまでの入院も通算すると1000日限度を超えるため支払いはありません。

     ▲                           ▲               ▲               ▲

     結          支払う           退                糖   支払わない  死

     核                           院                尿               亡
入                                             病
院                                             入
院

３．特約消滅後入院の特別取り扱い

被保険者が入院中につぎのいずれかに該当したことにより、特約が消滅した場合、特約消滅後の継続入院は、有効中の入院とみなして入院給付金を支払います。ただし、手術給付金は対象になりません。

＜１＞この特約の保険期間が満了したこと

                                          ▼満了日（自動更新しない場合）




	入 院 Ａ
	継続入院として満了日以後も支払う

	入 院 Ｂ
	支払わない


＜２＞被保険者が高度障害に該当し、主契約が消滅したこと

４．保険料の払込免除

主契約の保険料が払込免除となった場合、この特約の保険料の払込も免除されます。

Ⅶ．手術見舞金特約


■この特約は病気や不慮の事故により1日以上の入院を伴う公的医療保険対象の所定の手術を受けたとき手術見舞金をお支払いします。

１．付加できる主契約

付加できる主契約やその条件等については、新契約や保全の取扱規定等で確認してください。
※新規契約・中途付加は取扱っておりません。
２．保障の内容

	給付金
の種類
	支払事由
	支払額
	受取人
	免責事由

	手術
見舞金


	被保険者が保険期間中に、つぎの条件のすべてを満たす手術を受けたとき。ただし、主契約の手術給付金が支払われる場合を除きます。

① 責任開始期以後に生じたつぎのいずれかを直接の原因として入院をして受けた手術であること

(ｱ) 疾病（会社が異常分娩と認めた分娩を含みます。）

(ｲ) 不慮の事故

(ｳ) 不慮の事故以外の外因

② 入院日数が１日以上の入院をして受けた手術であること※
③ その手術が治療を直接の目的として入院をして受けた手術であること

④ その手術が病院または診療所に入院をして受けた手術であること

⑤ 会社の定める対象となる手術であること

⑥ 公的医療保険制度によって保険給付の対象となる診療報酬点数表により手術料の算定される手術であること
	手術１回につき

（入院給付金日額）

×

５
	被
保
険
者
	つぎのいずれかにより被保険者が手術を受けたとき

① 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失

② 被保険者の犯罪行為

③ 被保険者の精神障害を原因とする事故

④ 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故

⑤ 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故

⑥ 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故

⑦ 被保険者の薬物依存


※日帰り入院（入院日数が１日）とは、入院基本料の支払いの有無などを参考に判断します。

３．約款上の留意事項

＜１＞入院を伴わない手術は支払対象外

入院を支払の条件としているので、疾病手術給付金や災害手術給付金とは異なり、入院を伴わない手術は支払の対象にはなりません。

＜２＞手術見舞金の対象となる手術

公的医療保険制度によって保険給付の対象となる診療報酬点数表により手術料の算定される手術になります。

＜３＞手術見舞金において対象となる「手術」の定義

「手術」とは、治療を直接の目的として、器具を用い、生体に切断、摘除などの操作を加えることをいいます。ただし、下記のものは除きます。

①吸引、穿刺などの処置

②神経ブロック

③主契約および主契約に付加されている特約において施術の開始日から60日の間に１回の給付を限度としているため給付金の支払われない手術

＜４＞手術見舞金と他の手術給付金との関係

手術見舞金は、手術給付金と重複してお支払いしません。

＜５＞２種類以上の手術を受けた場合

同時に手術見舞金の支払事由に該当する２種類以上の手術を受けた場合には、いずれか１種類の手術に対してのみ手術見舞金を支払います。

＜６＞責任開始期前に生じていた原因による手術

責任開始期前に生じた原因により手術した場合でも、責任開始の日からその日を含めて２年を経過した後に手術をしたときは、その手術は、責任開始期以後の原因によるものとみなして手術見舞金を支払います。

＜７＞手術見舞金特約の消滅

①この特約と同時に付加されている総合医療特約が消滅したとき

②主契約が払済保険、延長保険に変更されたときなど

＜８＞法令等の改正に伴う契約内容の変更

診療報酬点数表の改正により手術料の算定される手術の種類が変更される場合等、この特約の給付にかかわる公的医療保険制度の変更が将来行なわれたときには、主務官庁の認可を得て、将来に向かって手術見舞金の支払事由を変更することがあります。







	手術見舞金
	手術（処置・治療）名称

	支払対象
	・扁桃摘出術　・鼻茸切除術　など

	支払対象外
	・50グレイ未満の放射線照射　・創傷処置

・治療目的ではない人工妊娠中絶術　・美容整形目的の手術

・レーシックなど、公的医療保険の対象とならない手術  など


Ⅷ．特定疾病診断保険料免除特約


■この特約は被保険者が特定疾病（悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中）に罹患し、所定の事由に該当した場合に、以後の保険料の払込を免除します。
１．保険料の払込の免除事由

つぎのいずれかの事由に該当した場合、以後の保険料の払込を免除します。
⇒保険料の払込の免除事由は、現行の特定疾病前払式終身保険等の特定疾病保険金の支払事由と同様です。
	保険料の払込の免除事由

	悪性新生物（がん）

	
	被保険者がこの特約の保険期間中に、責任開始期前を含めて初めて悪性新生物に罹患したと医師によって病理組織学的所見（生検）、細胞学的所見、理学的所見（Ｘ線、内視鏡等）、臨床学的所見、手術所見またはその他の所見のいずれかにより診断確定されたとき。なお、医師が悪性新生物と診断した日をもって、診断確定されたものとみなします。ただし、責任開始期の属する日から起算して90日以内に女性乳房の悪性新生物または男性乳房の悪性新生物に罹患したと医師により診断確定されたときは、保険料の払込を免除しません。

	急性心筋梗塞

	
	被保険者がこの特約の責任開始期以後の疾病を原因として、つぎのいずれかに該当したとき
(1)急性心筋梗塞を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態（軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態）が継続したと医師により診断されたとき。

(2)急性心筋梗塞を発病し、その疾病の治療を直接の目的として、病院または診療所において、つぎのいずれかの手術を受けたとき
①公的医療保険制度によって保険給付の対象となる医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として定められている手術
②先進医療に該当する診療行為（診断および検査を目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。）

	脳卒中

	
	被保険者がこの特約の責任開始期以後の疾病を原因として、つぎのいずれかに該当したとき
(1)脳卒中を発病し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師により診断されたとき。

(2)脳卒中を発病し、その疾病の治療を直接の目的として、病院または診療所において、つぎのいずれかの手術を受けたとき
①公的医療保険制度によって保険給付の対象となる医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として定められている手術
②先進医療に該当する診療行為（診断および検査を目的とした診療行為ならびに注射、点滴、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。）


(注) 急性心筋梗塞または脳卒中の治療を直接の目的とした所定の手術については、平成29 年4月2日以降に受けた手術が保障の対象となります。
２．付加できる主契約

付加できる主契約やその条件等については、新契約や保全の取扱規定等で確認してください。
３．仕組み図




４．特定疾病の定義

特定疾病の定義は、現行の特定疾病前払式終身保険等の特定疾病の定義と同様です。
※詳細は、ご契約のしおり・約款で確認してください。

（参考）支払の対象となる特定疾病

	悪性新生物
	・口腔および咽頭の悪性新生物（舌がん等）
・消化器および腹膜の悪性新生物（胃がん等）
・呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物（肺がん等）
・骨、結合組織、皮膚および乳房の悪性新生物（乳がん等）
・泌尿生殖器の悪性新生物（子宮がん等）
・その他および部位不明の悪性新生物（悪性脳腫瘍等）
・リンパ組織および造血組織の悪性新生物（白血病等）
ただし、上皮内がん（子宮頸がん0期・食道上皮内がん等、病変が上皮内に限定しているもの）、皮膚の悪性黒色腫以外の皮膚がん、責任開始日より90 日以内に診断確定された乳がんを除きます。

	急性心筋梗塞
	・虚血性心疾患のうち、急性心筋梗塞のみ
（狭心症等を除きます。）

	脳卒中
	・脳血管疾患のうち、くも膜下出血、脳内出血、脳動脈の狭塞（脳血栓・脳塞栓）


注１．被保険者が責任開始期前に悪性新生物にかかり診断確定されていた場合は、責任開始期以降に新たながんにかかったとしても保険料の払込免除の対象となりません。つまり、一度でもがんにかかったことのある人は本特約を付加できません。

注２．被保険者が責任開始期から90日以内に「乳がん」と診断確定された場合は保険料の払込免除の対象とはしません。その後新たに「乳がん以外」で支払対象となる悪性新生物に罹患したと診断確定された場合は保険料の払込免除の対象とします。

５．急性心筋梗塞（脳卒中）に罹患した場合の保険料の払込免除の例
急性心筋梗塞（脳卒中）に罹患しただけでは保険料の払込の免除に該当しません。

①急性心筋梗塞（脳卒中）であると初めて医師の診療を受け、その日から60日以上所定の状態が継続したと医師により診断された場合に、保険料の払込が免除されます。（所定の手術を受けていない）






②急性心筋梗塞（脳卒中）に罹患し、その治療を直接の目的として、所定の手術を受けた場合に、保険料の払込が免除されます。





Ⅸ．リビング・ニーズ特約の内容


■この特約は、死亡保険金の全部または一部について、被保険者の余命が６か月以内と判断される場合に保険金を支払うことを目的とするものです。

１．付加できる主契約

付加できる主契約やその条件等については、新契約や保全の取扱規定等で確認してください。

２．特約の付加と責任開始

主契約と同時に付加した場合、この特約の責任開始期は主契約の責任開始期と同時になります。

中途付加した場合、この特約の責任開始期は、会社が承諾した日となります。

３．特約保険金の内容

	支払事由
	被保険者の余命が６か月以内と判断される場合

ただし、特約保険金の請求日が保険期間の満了前1年以内である場合は支払いません（自動更新の規定により更新される場合を除きます）。

	特約保険金額
	主契約と主契約に付加されている定期保険特約、養老保険特約の保険金や年金現価の全部または一部を指定できます。

ただし、他の契約と通算して１被保険者あたり最高3,000万円を限度とし、１回のみの支払とします。

特約保険金の支払に際し、６か月間の指定された保険金額に対する保険料と利息を差し引きます。

	受取人
	被保険者


４．免責事由

契約者、被保険者の故意により特約保険金の支払の規定に該当したとき。
５．保険料および解約返戻金

この特約に保険料および解約返戻金はありません。

６．約款上の留意点

＜１＞特約保険金の支払後

死亡保険金の一部が指定され特約保険金として支払われた場合、その分だけ減額されたものとします。この場合、解約返戻金は支払いません。保険金の全部が指定され特約保険金が支払われた場合には、保険契約は消滅します。

＜２＞複数の普通死亡保障の特約が付加されている場合

定期保険特約、養老保険特約など、普通死亡保障のある特約が複数付加されている契約は、その割合に応じて、特約保険金が指定されたものとします。

＜３＞入院関係特約、災害死亡特約が付加されている場合

（１）特約の付加限度

主契約および付加されている特約から特約保険金が支払われて保険金額が減額され、入院関係特約、災害死亡特約の付加限度を超過しても、入院関係特約の入院給付金日額、災害死亡特約の保険金額は減額しません。

（２）契約消滅後の継続入院

特約保険金が支払われ、主契約が消滅しても、付加されている入院関係特約の継続入院中の給付は有効とします。

                                          ▼特約保険金の支払い




	入 院 Ａ
	継続入院として主契約消滅後も支払う

	入 院 Ｂ
	支払わない


＜４＞連生終身保険（自由設計型）に付加された場合

連生終身保険の第二死亡保険金のみに適用し、第一死亡保険金、第一高度障害保険金が支払われていない間は、リビング・ニーズ特約の請求はできません。

＜５＞医療保険・女性疾病保険に付加された場合

医療保険・女性疾病保険にリビング・ニーズ特約が付加されている場合で、リビング・ニーズ特約による保険金の請求があり、主契約の解約返戻金が保険金を上回っている場合については、主契約の死亡保険金支払規定に準じて、リビング・ニーズ特約保険金額を上回る解約返戻金相当額も加算して支払います。リビング・ニーズ特約の規定上、特約保険金から６か月分の利息および保険料を差し引くことにしていますので、この場合の支払額は、６か月分の保険料が入金されたものとした場合で、経過年月数も請求時点より６か月後とした主契約の解約返戻金額からその利息および６か月分の保険料を差し引くことになります。

＜６＞変額保険（終身型・有期型）に付加された場合

（１）運用がよい時に指定保険金額（500万円）を請求したケース

                                         変動保険金（300万円）


   ▲
余命６か月以内と判断
（２）運用が悪い時に指定保険金額（500万円）を請求したケース

                                         変動保険金（▲50万円）


   ▲
余命６か月以内と判断
＜７＞無解約返戻金型収入保障保険に付加された場合

リビング・ニーズ特約請求日(Ａ)の６か月後の応当日(Ｂ)における無解約返戻金型収入保障保険の年金現価を支払います。











▲　　　　　　　　　　　　　　　　　▲

請求日　　　　　　　　　　　　６か月後の応当日

（余命６か月以内と判断）

（Ａ）　　　　　　　　　　　　　　　（Ｂ）

一部請求の場合は、この６か月後の応当日(Ｂ)における無解約返戻金型収入保障保険の年金現価と指定保険金額のうち、指定された金額の割合と同比率で無解約返戻金型収入保障保険の基準年金月額が減額されたものとします。

なお、減額後の無解約返戻金型収入保障保険の基準年金月額が、会社の定める基準年金月額以下となる場合、その後に無解約返戻金型収入保障保険の支払事由が生じても、減額後の年金現価を一時に払い、無解約返戻金型収入保障保険の年金払いはしません。

リビング・ニーズ特約は保険期間満了前１年間は請求できません。

＜８＞無選択型終身保険に付加された場合

リビング・ニーズ特約は主契約の契約日からその日を含めて２年以内は請求できません。
Ⅹ．介護前払特約の内容


■この特約は、被保険者が所定の要介護状態となった場合に、将来の保険金の支払いにかえて、その全部または一部を前払いすることを目的とするものです。
１．付加できる主契約

付加できる主契約やその条件等については、新契約や保全の取扱規定等で確認してください。

２．特約の付加と責任開始

主契約と同時に付加した場合、この特約の責任開始期は主契約の責任開始期と同時になります。

中途付加した場合、この特約の責任開始期は、会社が承諾した日となります。

３．特約保険金の内容

	支払事由
	特約保険金の請求日において、つぎのすべてに該当するとき
・主契約の保険料払込期間経過後であること
・被保険者の年齢が満65歳以上であること
・被保険者が公的介護保険制度による要介護認定または要介護更新認定を受け、要介護４または５の状態に該当すると認定されていること

	特約保険金額
	・主契約の死亡保険金額の全部または一部を指定保険金額として指定できます。

・支払額は、指定保険金額にもとづき、請求日における会社所定の率により計算した金額です。

（支払額は指定保険金額よりも少なくなります。）

・支払額は、指定保険金額に対する解約返戻金額を下回ることはありません。

（貸付金等がある場合は、解約返戻金額を下回ることがあります。）

[image: image2]
ただし、他の契約と通算して１被保険者あたり最高3,000万円を限度とします。

	受取人
	主契約の高度障害保険金の受取人


４．免責事由

契約者、被保険者の故意により特約保険金の支払の規定に該当したとき。

５．保険料および解約返戻金

この特約に保険料および解約返戻金はありません。
６．用語の説明

＜１＞公的介護保険制度

介護保険法（平成９年12月17日法律第123号）に基づく介護保険制度をいいます。

＜２＞要介護認定

介護保険法第19条（平成９年12月17日法律第123号）に定義される要介護者に該当することおよびその該当する要介護状態区分についての市町村の認定をいいます。

＜３＞要介護更新認定

介護保険法第28条第２項（平成９年12月17日法律第123号）に定義される要介護認定の更新をいいます。

＜４＞要介護４または５の状態
「要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令（平成11年４月30日　厚生省令第58号）」第１条第１項に規定するつぎの状態をいいます。

	要介護４
	要介護認定等基準時間が９０分以上１１０分未満である状態（当該状態に相当すると認められないものを除く。）又はこれに相当すると認められる状態

	要介護５
	要介護認定等基準時間が１１０分以上である状態（当該状態に相当すると認められないものを除く。）又はこれに相当すると認められる状態


【参考】要介護区分別の身体状態のおおまかな目安

	区分
	状態（おおまかな目安）

	要支援１
	介護は必要ないものの日常生活の一部に支援が必要な状態。介護サービスを適応に利用すれば心身の機能の維持・改善が見込まれる。

	要支援２
	要介護１と同様の状態ではあるものの、介護サービスを適応に利用すれば心身の機能の維持・改善が見込まれる状態。

	要介護１
	立ち上がりや歩行が不安定。排泄や入浴などに部分的な介助が必要な状態。

	要介護２
	立ち上がりや歩行などが自力では困難。排泄・入浴などに一部または全面的な介助が必要な状態。

	要介護３
	立ち上がりや歩行などが自力ではできない。排泄・入浴・衣服の着脱など全面的な介助が必要な状態。

	要介護４
	日常生活のうえでの能力の低下がみられ、排泄・入浴・衣服の着脱など全般に全面的な介助が必要な状態。

	要介護５
	日常生活全般について全面的な介助が必要な状態。意志の伝達も困難となる状態も含む。


７．約款上の留意点

＜１＞特約保険金の支払後

・主契約の死亡保険金額の全部を指定され特約保険金が支払われた場合、その請求日にさかのぼって契約は消滅します。消滅した主契約・特約については解約返戻金を支払いません。
・主契約の死亡保険金額の一部を指定された場合、特約保険金として支払われた指定保険金額はその請求日にさかのぼって消滅（減額）したものとします。消滅する部分については解約返戻金を支払いません。
＜２＞普通死亡保障の特約が付加されている場合

主契約に付加されている定期保険特約等の普通死亡保障の特約の死亡保険金額は、指定保険金額として指定できません。また、定期保険特約、逓増定期保険特約、養老保険特約、収入保障特約または逓増逓減設計定期保険特約が付加されている場合、主契約の死亡保険金額の全部を指定保険金額として指定することはできません。
＜３＞入院関係特約、災害死亡特約が付加されている場合

（１）特約の付加限度

主契約から特約保険金が支払われて保険金額が減額され、入院関係特約、災害死亡特約の付加限度を超過しても、入院関係特約の入院給付金日額、災害死亡特約の保険金額は減額しません。

（２）契約消滅後の継続入院

特約保険金が支払われ、主契約が消滅しても、付加されている入院関係特約の継続入院中の給付は有効とします。

                                          ▼特約保険金の支払い




	入 院 Ａ
	継続入院として主契約消滅後も支払う

	入 院 Ｂ
	支払わない


＜４＞特約の消滅
・主契約が消滅したとき
・主契約が延長保険に変更されたとき
・リビング・ニーズ特約による特約保険金が支払われたとき
・指定保険金額の合計額が会社所定の限度に達したとき
・払済終身保険に変更された逓増定期保険が復旧したとき
・主契約に年金移行特約または５年ごと利差配当付年金移行特約を付加し、主契約の全部を年金支払に移行するとき
＜５＞その他

・主契約に特別条件付保険特約が付加され、保険金削減支払法による条件が適用されている場合、保険金削減期間中に特約保険金の請求があったときは、お支払いできません。

・リビング・ニーズ特約の特約保険金の請求と介護前払特約の特約保険金のご請求を重ねて受けたときには、介護前払特約の特約保険金はお支払いできません。
・指定代理請求特約を付加していない場合には、特約保険金の代理請求はできません。介護前払特約を付加する場合には、指定代理請求特約もセットで付加するようお客さまに案内してください。

（指定代理請求特約が付加されていなくても、成年後見人から請求いただくことはできます。ただし、成年後見人の選任が必要です。）
・未払保険料がある場合には、支払額から未払保険料の合計額を差し引きます。
ⅩⅠ．年金移行特約の内容


■この特約は、すでに締結されている保険契約の全部または一部について、将来の保険金等の支払いにかえて、年金の方法により支払うことを目的とするものです。
■当社の年金移行特約には無配当の主契約に付加する「（無配当）年金移行特約」と、５年ごと利差配当の主契約に付加する「５年ごと利差配当付年金移行特約」の２種類があります。

１．付加できる主契約

付加できる主契約やその条件等については、新契約や保全の取扱規定等で確認してください。

２．特約の付加と責任開始

主契約の保険料払込期間経過後に到来する年単位の契約応当日（主契約の保険料払込方法が一時払の場合または払済保険に変更されている場合は、契約日以後所定の期間経過後のいずれかの年単位の契約応当日）のうち、保険契約者が指定した日をこの特約の締結日とします。
※主契約が延長保険に変更されているとき、または年金額が会社の定める金額に満たないときなどは、この特約を締結することはできません。

※この特約は主契約の締結時に付加することはできません。
３．被保険者・受取人

・この特約の被保険者は、主契約の被保険者です。

・年金受取人は、保険契約者または被保険者とします。

ただし、主契約の一部を年金支払に移行する場合は、年金受取人は保険契約者とします。
４．年金支払日

第１回の年金支払日（年金支払開始日）はこの特約の締結日とします。第２回以後の年金支払日は、年金支払開始日の年単位の応当日とし、１年ごとに支払います。

５．年金の種類
＜１＞確定年金

年金支払開始日以後、あらかじめ定められた期間中（5年、10年、15年）、被保険者が生存している限り、年金受取人に年金を支払います。年金支払期間中に被保険者が死亡した場合は、残りの期間の未払年金の現価を年金受取人（被保険者が年金受取人の場合は、被保険者の法定相続人）に支払います。年金の額は定額です。

＜２＞保証期間付終身年金

年金支払開始日以後、被保険者が生存している限り、年金受取人に年金を支払います。保証期間中に被保険者が死亡した場合は、残りの保証期間の未払年金の現価を年金受取人（被保険者が年金受取人の場合は、被保険者の法定相続人）に支払います。保証期間はあらかじめ定められた期間（10年）です。年金の額は定額です。
６．年金額

年金額は、保険契約者が指定した保険金額に基づき、つぎの金額の合計額の全部または一部を基準にして、この特約の締結日における会社の定める率により計算します。ただし、貸付金があるときはそれらの元利金を、また、未払込保険料があるときはその金額を差し引きます。

・主契約の責任準備金（この特約の締結時に消滅する、主契約に付加されている特約の責任準備金を含みます。）

・この特約の締結により、主契約に付加されている特約の保険期間が短縮された場合の責任準備金の清算金

・この特約の締結時に減額となる、主契約に付加されている特約の責任準備金の清算金

・保険料前納金の清算金

・（５年ごと利差配当付年金移行特約の場合）年金支払開始日までに積み立てられた契約者配当金（年金支払開始日に支払われる契約者配当金を含みます。）

７．約款上の留意点

＜１＞年金支払移行部分の解約

確定年金において、年金受取人は、将来に向かって年金支払移行部分およびこの特約を解約することができます。解約したときは、残りの期間の未払年金の現価を支払います。

＜２＞年金支払移行部分の減額

確定年金において、年金受取人は、年金支払移行部分の年金額の減額を請求することができます。ただし、減額後の年金額が会社の定める限度を下まわる減額は取り扱いません。
年金支払移行部分の年金額の減額分は解約されたものとして取り扱います。年金額の減額分について原保険契約への復旧は取り扱いません。

＜３＞年金の一括払

保証期間付終身年金において、年金受取人は、年金支払開始日以後保証期間中に限り、残りの保証期間の未払年金の現価を一括して請求することができます。

一括払を行なった場合でも、被保険者が生存している場合は、保証期間後の終身年金はそのまま存続します。

＜４＞主契約に特約が付加されている場合

	主契約に付加

されている特約
	主契約の全部を

年金に移行した場合
	主契約の一部を

年金に移行した場合

	・定期保険特約

・逓増定期保険特約
・養老保険特約

・収入保障特約

・逓増逓減設計定期

保険特約
	特約の保険期間は年金支払開始日の前日までとします。

この場合、定期保険特約等の責任準備金を含めて年金額を計算します。

（ただし、保険契約者が解約返戻金を請求したときを除く。）
	付加されている定期保険特約等は存続します。ただし、年金支払に移行しない部分の主契約の保障が消滅したとき、特約は消滅します。

	災害死亡特約
	特約の保険期間は年金支払開始日の前日までとします。

この場合、災害死亡特約の責任準備金を含めて年金額を計算します。

（ただし、保険契約者が解約返戻金を請求したときを除く。）
	・付加されている災害死亡特約は存続します。ただし、年金支払に移行しない部分の主契約の保険金額に対する特約の保険金額が当社の付加限度を超える場合、特約の保険金額を減額します。
この場合、災害死亡特約の責任準備金を含めて年金額を計算します。

（ただし、保険契約者が解約返戻金を請求したときを除く。）
・年金支払に移行しない部分の主契約の保障が消滅したとき、特約は消滅します。

	入院関係特約

・災害入院特約(87)

・疾病入院特約(87)

・成人病入院特約(87)
等
	実務上、主契約の全部を年金に移行することはできません。
	付加されている入院関係特約は、特約の付加限度にかかわらず、そのままの入院給付金日額で存続します。ただし、年金支払に移行しない部分の主契約の保障が消滅したとき、特約は消滅します。

	介護一時金特約
	主契約の全部を年金に移行することはできません。
	付加されている特約は存続します。ただし、年金支払に移行しない部分の主契約の保障が消滅したとき、特約は消滅します。


＜５＞その他

・年金支払開始日以後は、年金支払移行部分の契約者貸付の取扱はしません。
８．【参考】年金移行特約と年金支払特約の比較

	
	年金移行特約※
	年金支払特約※

	内容
	将来の保険金の支払にかえて、保険契約の全部または一部を年金支払に移行する。
	保険金の支払事由発生後、支払う保険金の全部または一部を一時支払にかえて、年金で支払う。

	付加できる

時期
	新契約時に付加できない。
主契約の保険料払込期間経過後の年単位の契約応当日のうち保険契約者が指定した日
（主契約の保険料払込方法が一時払の場合または払済保険に変更されている場合は、契約日以後所定の期間経過後のいずれかの年単位の契約応当日のうち保険契約者が指定した日）
	新契約時に付加できる。
新契約時・中途付加時

	第１回の

年金支払日
	特約の締結日が第１回の年金支払日となります。
	主契約の保険金等の支払事由が発生した時に、年金基金に充当します。

会社の定める範囲内で任意に第１回の年金支払日を設定します。

	年金額の

計算
	特約の締結時における基礎率等（予定利率、予定死亡率等）に基づいて計算され算出されます。
	年金基金設定時における基礎率等（予定利率、予定死亡率等）に基づいて計算され算出されます。


※現在新契約を取り扱っている終身保険等に付加できる５年ごと利差配当付年金移行特約・年金移行特約・年金支払特約についての内容です。旧ＮＫＬの５年ごと利差配当付年金支払移行特約、５年ごと利差配当付年金支払特約は、一部内容が異なります。[image: image3.png]



個人保険・商品解説書


入院保障関係特約･他





以下の商品は現在販売しておりません。


・災害入院特約（87）      ・疾病入院特約（87）


・成人病入院特約（87）    ・家族災害入院特約（87）


・家族疾病入院特約（87）  ・家族成人病入院特約（87）


・総合医療特約            ・手術見舞金特約





つぎの内容は、平成23年10月以後から取扱。


・ 手術見舞金特約について、抜釘術を新たに支払対象とします。














    主たる原因











15日経過





10日入院











７日入院











30日入院





20日入院





契約消滅











入


院





退


院





入


院





入  院  Ａ





入院Ｂ





被保険者資格の喪失











入


院





退


院





入


院





入  院  Ａ





入院Ｂ





特約満期


保険金





特約満期


保険金





特約満期


保険金





⇒自動更新


５年





⇒自動更新


10年





養老特約


10年





主契約 終身保険





⇒自動更新


10年





養老特約


10年





特約満期


保険金





特約満期


保険金





更新


不可





                     主契約 終身保険   ２年





ただし、（５－４）型の場合は





入院１回


につき





(入院給付金


日額)


×


(入院日数


－４日)





ただし、（５－４）型の場合は





入院１回


につき





(入院給付金


日額)


×


(入院日数


－４日)





Ｂ入院 300日











この間760日分の入院給付金支払があった。
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Ａ入院 200日





120日





180日





120日





80日





Ａ入院 200日





Ｂ入院 300日











この間760日分の入院給付金支払があった。
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120日





76日





120日





176日





600日分の給付金支払があった。











Ｂ入院 180日





Ａ入院 400日
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40日





140日





360日





40日














Ｂ入院 180日





600日分の給付金支払があった。
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Ａ入院 400日





契約消滅











入


院





退


院





入


院





入  院  Ａ





入院Ｂ





※手術見舞金と手術給付金の関係





Ｑ１


約款記載の89種類に該当する手術である。





非該当





該当





｢手術給付金｣


支払対象





Ｑ３


公的医療保険対象の手術である。





Ｑ２


入院をして受けた手術である。





｢手術見舞金｣


支払対象





該当





該当








支払対象外





非該当





非該当





特定疾病診断保険料免除特約





主契約





保険料の払込











以後の保険料の払込を免除





急性心筋梗塞（脳卒中）の診察を受ける





所定の状態が60日以上継続





60日間入院





特定疾病診断保険料免除特約





主契約





保険料の払込











発病時点で保険料の払込免除にならない





以後の保険料の払込を免除





急性心筋梗塞（脳卒中）の診察を受ける





所定の手術をうけた





特定疾病診断保険料免除特約





主契約





保険料の払込











発病時点で保険料の払込免除にならない





以後の保険料の払込を免除





主契約の消滅











入


院





退


院





入


院





入  院  Ａ





入院Ｂ








  基本保険金額1,000万円





（300万×          ）





基本保険金額から500万円


変動保険金額から150万円が支払われる


  500万 


 1,000万


基本保険金額は500万円に減額


変動保険金額は150万円に減額








基本保険金額1,000万円





基本保険金額から500万円が支払われる


変動保険金額からの支払はなし


基本保険金額は500万円に減額


変動保険金額は▲25万円となる





２か月後





１か月後





４か月後





３か月後





６か月後





５か月後





６か月後の


年金現価で支払う





特約請求日の


年金現価





主契約の消滅











入


院





退


院





入


院





入  院  Ａ





入院Ｂ








※この解説書は、商品の概要を解説したものです。

  この保険の取り扱いに際しては、別途新契約や保全の規定等で、取扱いの範囲や条件を必ず確認してください。
－1－

